
○市県民税の所得控除一覧

災害・盗難・横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合
　◎控除額はＡ・Ｂのいずれか多い方
　　Ａ　（損害金額＋災害等関連支出の金額－保険金等の額）－（総所得金額等の合
　　　計額× 10 ％）
　　Ｂ　（災害等関連支出の金額－保険金等の額※）－５万円
　　　※　保険金等の額は、まず損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を
　　　　超える場合には、災害等関連支出の金額から差し引きます。
　　　※　Ｂの保険金等の額は損害金額から保険金等の額を差し引いた残りの保険金
　　　　等の額になります。

控除要件および控除金額種　　類

雑 損 控 除

自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
　◎控除額（限度額200万円）＝支払った医療費－補てん金額
　　　－｛（総所得金額等×５％）または10万円のいずれか少ない方｝
※特例：（上記の通常の医療費控除との重複適用はできない）
　自分や自分と生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等の購入費を支
　払った場合
　◎控除額（限度額８万８千円）
　　＝特定一般用医薬品等の購入額－補てん金額－１万２千円 

自分や自分と生計を一にする親族のために国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国
民年金保険料、介護保険料、任意継続保険料、雇用保険料などを支払った場合
　◎控除額＝当該年中に支払った金額
※　年金から介護保険料などの社会保険料が特別徴収（天引き）されている場合は、保
険料の支払者は年金の受給者自身となるため、他のかたが社会保険料控除として申告
することはできません。天引きではない場合（口座振替を含む）は、実際に支払った
かたの社会保険料控除の対象となります。

小規模企業共済法に基づく第１種共済契約掛金、確定拠出年金法の企業型および個人型
年金（iDeCo）加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金がある場合
　◎控除額＝当該年中に支払った金額

自分や自分と生計を一にする親族を受取人とする一般の生命保険料、個人年金保険料、
介護医療保険料を支払った場合
※　旧契約（契約日が平成23年12月31日まで）と新契約（契約日が平成24年１月１日
以降）で計算方法が異なります。

旧契約
「生命保険」
「個人年金」
それぞれ

新契約
「生命保険」
「個人年金」
「介護医療」
それぞれ

区分 支払保険料の金額（Ａ）
15,000円以下
15,001円～40,000円
40,001円～70,000円
70,000円超

Ａ 全 額
Ａ×1／２+ 7,500円
Ａ×1／４+17,500円
35,000円(限度額)

◎控除額

12,000円以下
12,001円～32,000円
32,001円～56,000円
56,000円超

Ａ 全 額
Ａ×1／２+ 6,000円
Ａ×1／４+14,000円
28,000円(限度額)

医療費控除
※詳細はP11

小規模企業
共済等掛金
控　　　除

生命保険料
控　　　除

生命保険、個人年金で旧契約・新契約両方ある場合、新旧の合計は28,000円が限度

社会保険料
控　　　除

生命保険・個人年金・介護医療の合計は70,000円が限度

生命保険・個人年金の合計で70,000円が限度

○市県民税の所得一覧

収入から必要経費を差し引いたものを所得といい、収入金額－必要経費＝所得金額と
なります。税金は収入に対してではなく、所得に対してかかります。

所得の種類 所得金額の計算方法

収入金額と同額

収入金額－株式などの元本取得の
ために要した負債の利子

Ｐ17【給与所得金額の計算表】参照

公社債および預貯金の利子、合同運用信託、
公社債投資信託および公募公社債等運用投
資信託の収益の分配に係る所得

収入金額－必要経費建物や土地などの不動産、借地権などの不
動産の上に存する権利、船舶または航空機
の貸付けから生ずる所得

法人から受ける利益の配当、剰余金の分配
（出資に係るものに限る）、基金利息、投資信
託（公社債投資信託および公募公社債等運
用投資信託を除く）および特定目的信託の
収益の分配に係る所得

俸給、給料、賃金、歳費および賞与ならび
にこれらの性質を有する給与に係る所得

利子所得

配当所得

収入金額－必要経費農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業その他の事業を営んでいる人の
その事業から生ずる所得
※　「営業等」と「農業」に分けての申告
となります。

事業所得

不動産所得

（収入金額－退職所得控除額）
　　　　　　　　　　　　×1／2
※　法人役員等としての勤続年数
が5年以下の法人役員等が支払い
を受ける退職金、令和4年1月1
日以後に支払われる勤続年数が
5年以下の役員等以外の退職金に
おいて退職所得控除を差し引い
た金額のうち300万円を超える
部分の退職金については、2分の
1を乗じる措置はありません。

退職手当、一時恩給その他の退職により一
時に受ける給与およびこれらの性質を有す
る給与に係る所得

退職所得

給与所得

①と②の合計額
①公的年金分：計算方法はＰ18【公
的年金等の雑所得の計算】参照
②公的年金分以外の雑所得：収入金
額－必要経費

公的年金等のほかに、生命保険契約等に基
づく年金（個人年金）、原稿料、講演料、
税金の還付加算金など上記のいずれにも該
当しない所得

雑 所 得

Ｐ７参照営利を目的とする継続的行為から生じた所
得以外の一時の所得で労務その他の役務ま
たは資産の譲渡の対価としての性質を有し
ない所得（生命保険等の保険金、法人から贈
与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪
の払戻金、遺失物の拾得による報労金など）

一時所得

収入金額－必要経費（－特別控除の
特例）

収入金額－必要経費－特別控除額
（最大50万円）
※　長期譲渡所得の場合、総所得
金額への算入額は課税譲渡所得
の所得金額×1／2

個人が有する土地建物等の資産の譲渡によ
る所得

譲渡所得

収入金額－必要経費－特別控除額
（最大50万円）

山林の伐採または譲渡による所得
山林所得

個人が有する土地建物等以外の資産の譲渡
による所得
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自分や自分の扶養親族が障害者である場合
①普通障害者（身体障害者手帳３～６級、精神障害者手帳２・３級、療育手帳Ｂ級など）
　◎控除額＝26万円
②特別障害者（身体障害者手帳１・２級、精神障害者手帳１級、療育手帳Ａ級など）
　◎控除額＝30万円
③上記②のうち本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族と同居している場合
　◎控除額＝53万円
※　手帳がなくても認定証などがあれば控除の対象になる場合があります。

障害者控除

ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子（合計所得金額 48万円以下）がいるひとり親
のかた
　◎控除額＝30万円
寡婦控除（次の①または②に該当するかた）
①夫と死別された後再婚していないかた
②夫と離別された後再婚していないかたで、扶養親族（合計所得金額 48万円以下）がいる
かた

　◎控除額＝26万円
ひとり親控除と寡婦控除の共通事項
・合計所得金額が 500万円以下であることが要件
・事実婚（住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載があるかた）は対象外
・どちらかに該当し、合計所得金額が 135万円以下のかたは非課税

ひとり親控除
・

寡婦控除

自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者（合計所得金額が
48万円以下）を扶養している場合
　◎控除額はP10をご覧ください。

配偶者控除

学生・生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下
の場合
　◎控除額＝26万円

勤労学生
控　　除

自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が
48万円超133万円以下の場合
　◎控除額はＰ10をご覧ください。

配偶者特別
控　　　除

控除要件および控除金額種　　類

自分や自分と生計を一にする親族が常時居住している家屋・家財を目的とし、地震や噴
火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流出によ
る損害について支払われる地震保険契約等の保険料を支払った場合

地震保険料
控　　　除

地震

区分

旧長期
※

地震・旧長期の合計は25,000円が限度

※　平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約

支払保険料の金額（Ｂ）

金額に関わらず
Ｂ×1／２

25,000円（限度額）

◎控除額

5,000円以下
5,001円～15,000円
15,000円超

Ｂ 全 額
Ｂ×1／２+2,500円

10,000円(限度額)
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控除要件および控除金額種　　類

生計を一にする16歳以上かつ合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合
①老人扶養（昭和29年１月１日以前生まれ）
　　◎控除額＝38万円
②同居老親扶養（①のうち自分か配偶者と同居の直系尊属の場合）
　　◎控除額＝45万円
③特定扶養（平成13年１月２日生まれから平成17年１月１日生まれまで）
　　◎控除額＝45万円
④普通扶養（①から③以外の年齢のかた）
　　◎控除額＝33万円
※16歳未満の年少扶養（平成20年１月２日以後生まれ）のかたがいる場合で、確定申告や市
県民税申告をする際には、忘れずに記載してください（Ｐ９参照）。

扶養控除

合計所得金額によって控除額が変わります。

基礎控除

合計所得金額 控除金額

2,400万円以下

2,400万円超  2,450万円以下

2,450万円超  2,500万円以下

2,500万円超

43万円

29万円

15万円

適用なし

自分や自分の扶養親族が障害者である場合
①普通障害者（身体障害者手帳３～６級、精神障害者手帳２・３級、療育手帳Ｂ級など）
　◎控除額＝26万円
②特別障害者（身体障害者手帳１・２級、精神障害者手帳１級、療育手帳Ａ級など）
　◎控除額＝30万円
③上記②のうち本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族と同居している場合
　◎控除額＝53万円
※　手帳がなくても認定証などがあれば控除の対象になる場合があります。

障害者控除

ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子（合計所得金額 48万円以下）がいるひとり親
のかた
　◎控除額＝30万円
寡婦控除（次の①または②に該当するかた）
①夫と死別された後再婚していないかた
②夫と離別された後再婚していないかたで、扶養親族（合計所得金額 48万円以下）がいる
かた

　◎控除額＝26万円
ひとり親控除と寡婦控除の共通事項
・合計所得金額が 500万円以下であることが要件
・事実婚（住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載があるかた）は対象外
・どちらかに該当し、合計所得金額が 135万円以下のかたは非課税

ひとり親控除
・

寡婦控除

自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者（合計所得金額が
48万円以下）を扶養している場合
　◎控除額はP10をご覧ください。

配偶者控除

学生・生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下
の場合
　◎控除額＝26万円

勤労学生
控　　除

自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が
48万円超133万円以下の場合
　◎控除額はＰ10をご覧ください。

配偶者特別
控　　　除

控除要件および控除金額種　　類

自分や自分と生計を一にする親族が常時居住している家屋・家財を目的とし、地震や噴
火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流出によ
る損害について支払われる地震保険契約等の保険料を支払った場合

地震保険料
控　　　除

地震

区分

旧長期
※

地震・旧長期の合計は25,000円が限度

※　平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約

支払保険料の金額（Ｂ）

金額に関わらず
Ｂ×1／２

25,000円（限度額）

◎控除額

5,000円以下
5,001円～15,000円
15,000円超

Ｂ 全 額
Ｂ×1／２+2,500円

10,000円(限度額)
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